
整理番号

1

2

質疑（応答記録）

質　疑　事　項 回　答

工事名（件名）　：　あさけプラザホール等吊天井崩落対策ほか工事　　　　　

公告№　：　№76 公告日　：令和2年6月10日　

建築用途で判断しますので、体育館は集会場に該当しません。

建築用途で判断しますので、宗教法人の発注であっても施工実績
として認めます。

総合評価方式簡易型評価項目の施工実績において、同種工事：
（イ）集会場（文化ホール、市民ホール、多目的ホール、結婚式
場、葬祭場、セレモニーホール）、劇場、集会所（教会含む）とあり
ますが、地域イベントや演説会場としての活用も多い体育館は集
会場に該当しますか。

総合評価方式簡易型評価項目の施工実績において、同種工事：
（イ）集会場（文化ホール、市民ホール、多目的ホール、結婚式
場、葬祭場、セレモニーホール）、劇場、集会所（教会含む）とあり
ますが、宗教法人発注の教会は施工実績と認められますか。
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